
 

 

議案第７１号 

 

   狭山市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 狭山市水道事業給水条例（平成１０年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 第３１条第１項中「第５条」を「第６条」に改める。 

 別表第３指定給水装置工事事業者指定手数料の項の次に次のように加える。 

指定給水装置工事事業者

指定更新手数料 

 
１件につき １０，０００円 

   附 則 

 この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 

 

  令和元年９月２日提出 

 

        狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 水道法等の改正に伴い、新たに指定給水装置工事事業者指定更新手数料を定めると

ともに、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 


